
�愛媛県告示第９７２号
愛媛県県民健康調査を次のとおり実施するので、愛媛県統計調査

条例（平成２０年愛媛県条例第６８号）第３条第２項の規定により告示

する。

平成２７年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 調査の目的

県民の健康状態及び食生活・運動・休養・歯科保健等の健康に

関わる生活習慣の実態を把握し、県民の総合的な健康づくりに必

要な基礎資料を得る。

２ 調査対象の範囲

愛媛県全域において抽出された２０地区

３ 報告を求める事項

� 世帯状況

� 食物摂取状況

� 生活状況

� 身体状況

� 歯科保健状況

４ 報告を求める事項の基準となる期日又は期間

平成２７年９月１日から同年１０月３１日までの間の任意の一日

５ 報告を求める者

２で抽出した地区の全世帯及び世帯員

６ 報告を求めるために用いる方法

調査会場における計測及び調査票による自計方式

７ 報告を求める期間

平成２７年９月１日から同年１０月３１日までの間
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�愛媛県告示第９７３号
保安林の指定施業要件の変更（平成２７年３月愛媛県告示第３２８号）

に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林法（昭

和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容を今治

市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を告示す

る。

平成２７年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

今治市玉川町龍岡上字タ
ニノクチ道下丙２４４ 田 鍋 サ ヲ 森林所有者

今治市玉川町龍岡上字タ
ニノクチ道下丙２４７

越智郡玉川町大字龍岡上丙１２２
番地
田 鍋 冨 夫

〃

今治市玉川町龍岡上字タ
ニノクチ道下丙２５２、字
ヒロセ丙２８３、丙２９０、字
イマガナル丙２９５、字イ
ノコ谷丁４３９の５

門 田 嘉太郎 〃

今治市玉川町龍岡上字タ
ニノクチ道下丙２５４、字
ヒロセ丙２９０、字イマガ
ナル丙２９５、字イノコ谷
丁４３９の５

田 鍋 芳太郎 〃

今治市玉川町龍岡上字タ
ニノクチ道下丙２５５

今治市日吉甲３８２番地１
田 鍋 積 〃

今治市玉川町龍岡上字ヒ
ロセ丙２６１ 正 岡 七五郎 〃

今治市玉川町龍岡上字ヒ
ロセ丙２６４、丙２６７、丙２７５、
字ウシガ谷丁４３８の１、
丁４３８の２、丁４３８の１２、
字馬場丁４４２の２

今治市桜井甲１６８１番地
越 智 四 郎 〃

今治市玉川町龍岡上字ヒ
ロセ丙２６６、字ウトウ谷
丁４４３の１、丁４４３の１０

西条市高田９１６番地
亡田鍋三千年相続財産 〃

今治市玉川町龍岡上字ヒ
ロセ丙２７６、丙２９０、字イ
マガナル丙２９５、字イノ
コ谷丁４３９の５、字下谷
丁４５４の１８

稲 田 喜太� 〃

今治市玉川町龍岡上字ヒ
ロセ丙２７７、丙２９０、字イ
マガナル丙２９５

正 岡 平 太 〃

今治市玉川町龍岡上字ヒ
ロセ丙２８２

今治日吉甲３８２番地１
田 鍋 積 〃

今治市玉川町龍岡上字ヒ
ロセ丙２８４、字島ヶ谷丁
４４７の１４、字下谷丁４５４の
１９

越智郡玉川町大字龍岡上丙１８４
番地
門 田 良 雄

〃

今治市玉川町龍岡上字ヒ
ロセ丙２８５

越智郡玉川町大字龍岡上丙１２２
番地
田 鍋 春 樹

〃

今治市玉川町龍岡上字ヒ
ロセ丙２９０、字イマガナ
ル丙２９５、字イノコ谷丁
４３９の５

田鍋�作、田鍋滝治、正岡鹿
次、田鍋與平、門田佐太郎、
稲田弥平、田鍋喜総次、門田
勝治

〃

今治市玉川町龍岡上字ヒ
ロセ丙２９０、字イマガナ
ル丙２９５

門 田 儀 平 〃

今治市玉川町龍岡上字ヒ
ロセ丙２９０、字イマガナ
ル丙２９５、字イノコ谷丁
４３９の５

正岡作造、田鍋萬造、田鍋重
太郎 〃
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今治市玉川町龍岡上字ヒ
ロセ丙２９０、字イマガナ
ル丙２９５、字岩門丁４２８の
１、丁４２８の２、字イノ
コ谷丁４３９の５

稲 田 長 吉 〃

今治市玉川町龍岡上字ヒ
ロセ丙２９０、字イマガナ
ル丙２９５、字イノコ谷丁
４３９の５

稲田伴治、田鍋夘平、田鍋八
太郎、田鍋駒太郎、田鍋嘉総
太、田鍋甚作

〃

今治市玉川町龍岡上字ヒ
ロセ丙２９０、字イマガナ
ル丙２９５

稲 田 兼 次 〃

今治市玉川町龍岡上字ヒ
ロセ丙２９０、字イマガナ
ル丙２９５、字イノコ谷丁
４３９の５

稲田芳平、田鍋芳造、田鍋清
作、門岡岩吉、田鍋沖治 〃

〃 西伯方村大字伊方
廣 瀬 サ ゴ 〃

今治市玉川町龍岡上字ヒ
ロセ丙２９０、字イマガナ
ル丙２９５

稲 田 チ カ 〃

今治市玉川町龍岡上字藤
ヶ峯丁２１０、字下谷丁４５４
の２０

東京都世田谷区大原一丁目３６
番１１号
平 尾 雅 子

〃

今治市玉川町龍岡上字中
ノ村丁２９７の３、丁２９７の
４

今治市小泉５１３番地２
別 府 敏 夫 〃

今治市玉川町龍岡上字岩
門丁４２６の１４

今治市大字別宮
稲 田 兼 連 〃

今治市玉川町龍岡上字岩
門丁４２６の１６ 田 鍋 仲 治 〃

今治市玉川町龍岡上字岩
門丁４２７の７

越智郡玉川町大字龍岡上丙１８５
番地
田 鍋 貞 一

〃

今治市玉川町龍岡上字岩
門丁４２７の７、丁４２７の１０

越智郡玉川町大字龍岡上乙２４４
番地
山 本 章

〃

今治市玉川町龍岡上字岩
門丁４２８の１ 稲 田 イツヨ 〃

今治市玉川町龍岡上字岩
門丁４２８の２ 田 鍋 政 一 〃

今治市玉川町龍岡上字岩
門丁４３０

今治市鳥生８１７番地１
田 鍋 富 夫 〃

今治市玉川町龍岡上字岩
門丁４３２の８

越智郡玉川町大字龍岡下甲２７４
番地１
別 府 貞 保

〃

今治市玉川町龍岡上字岩
門丁４３３の２０、字馬場丁
４４２の３、丁４４２の１９

越智郡玉川町大字龍岡上丙２１６
番地
稲 田 俊 夫

〃

今治市玉川町龍岡上字岩
門丁４３３の２１

今治市鳥生１２３８番地
田 窪 一 〃

今治市玉川町龍岡上字ヤ
ゲン谷丁４３５の４

今治市日吉甲１１４番地５
越 智 希 〃

今治市玉川町龍岡上字ヤ
ゲン谷丁４３５の１８ 田 鍋 シ カ 〃

今治市玉川町龍岡上字ヤ
ゲン谷丁４３５の１９

今治市別宮町３８１番地
井 上 正 一 〃

今治市玉川町龍岡上字大
平谷丁４３６の２

今治市本町２０８番戸
梶田博、梶田富子 〃

今治市玉川町龍岡上字大
平谷丁４３６の６、丁４３６の
８

今治市本町三丁目２番地１７
川 上 テル代 〃

今治市玉川町龍岡上字ウ
シガ谷丁４３８の９

越智郡玉川町大字龍岡上甲１２２
番地
別府幸男、別府公忠

〃

今治市玉川町龍岡上字ウ
シガ谷丁４３８の１１、丁４３８
の２０

松山市鴨川一丁目２番１号
山 本 康 久 〃

今治市玉川町龍岡上字イ
ノコ谷丁４３９の５

鴨部村大字畑寺
渡 部 文次郎 〃

〃 正岡武平、稲田菊次 〃

今治市玉川町龍岡上字フ
キヶ谷丁４４１の２ 稲 田 辰 治 〃

今治市玉川町龍岡上字ウ
トウ谷丁４４３の９

今治市今治村
稲 田 守 〃

今治市玉川町龍岡上字高
橋谷丁４４５の１

今治市日吉甲１０９９番地１９
田 鍋 春 樹 〃

今治市玉川町龍岡上字高
橋谷丁４４５の２、丁４４５の
５、丁４４５の９、字島ヶ
谷丁４４６の３７

今治市蔵敷２９１番地１４
山 本 圭 子 〃

今治市玉川町龍岡上字高
橋谷丁４４５の１９

越智郡玉川町大字龍岡上丙１９５
番地
田 鍋 鶴 男

〃

今治市玉川町龍岡上字島
ヶ谷丁４４６の７

越智郡玉川町大字鈍川丙１５８
番地
森茂之、森久義

〃

今治市玉川町龍岡上字島
ヶ谷丁４４６の１２

今治市蔵敷１２８４番地
田 鍋 喜與治 〃

今治市玉川町龍岡上字島
ヶ谷丁４４６の２１、丁４４６の
２６

今治市蔵敷町二丁目１２番地２
吉 原 美 秀 〃

今治市玉川町龍岡上字島
ヶ谷丁４４６の２８

今治市蔵敷町二丁目１３番地
吉 原 美 秀 〃

今治市玉川町龍岡上字島
ヶ谷丁４４６の３６、字下谷
丁４５４の１６

田 鍋 貞 吉 〃

今治市玉川町龍岡上字下
谷丁４５４の２０

和歌山市関戸３３６番地
平 尾 雄 三 〃

〃
広島県豊田郡久友村沖友１５１０
番地
川 本 武 士

〃

今治市玉川町龍岡上字下
谷丁４５４の２３、丁４５４の２６

東京都中野区中野駅前１８番地
吉 崎 恵 子 〃

今治市玉川町龍岡上字下
谷丁４５４の２４

今治市南宝来町一丁目５番地
１２
越 智 隆

〃

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び今治

市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第９７４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市土居田町土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出

があった。

平成２７年７月２８日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 武 田 泰 昭 松山市土居田町４４０番地
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�愛媛県告示第９７５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２７年７月２８日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第９７６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２７年７月２８日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一
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�愛媛県告示第９７７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２７年７月２８日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２７年７月１７日

３ 指定道路の位置

八幡浜市保内町宮内４番耕地４４９番８及び４４９番１０の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３４．００メートル

� 幅員 ４．２０メートル

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２７中局建（開）第１６号

平成２７年７月１６日
東温市田窪字水木１６７２番２、１６７２番１１

大阪府豊中市小曽根五丁目５番３－３０１号

香 川 祐 一

東温市野田二丁目３番地１２

フォブールトロワＭ２０２号

香 川 千 晶

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２７中局建（開）第１７号

平成２７年７月１７日
伊予郡松前町大字徳丸字諏訪１２８９番１

松山市鷹子町６５０番地１

セントラルコート鷹子Ｂ－２０１号

長 谷 部 甚 太

��������������
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